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● 21 日（木）は祝日ですが、可燃ごみは通常通り収集し、東郷美化センターも通常通り

営業します。

■೩͑Δ͝Έ、ۚ ଐྨ͝Έ、ಃ
Ψϥス͝Έのग़͠ํ・ث࣓

◎燃えるごみ、金属類ごみ、陶

磁器・ガラスごみは、収集日の

朝（8：00）までに町指定のご

み袋に入れて、ごみ集積場所

に出してください。

◎前日の夜など収集日以外に

出すと、ごみ集積場所付近の

住民に迷惑となります。ルー

ルを守り、集積場所をきれい

に保ちましょう。

◎町指定のごみ袋が貼り付け

てあるだけでは収集しませ

ん。必ず袋の中に入れてくださ

い。袋に入らないものは、粗大

ごみとして出してください。

■Ϗン・ϖッτϘτルのग़͠ํ

◎設置してあるかご、袋に分

別して出してください。

◎ビンは中を洗い、ふたはで

きるだけ外してください。

◎ペットボトルは中を洗い、

軽くつぶして出してください

（外側のラベルは、はがしてく

ださい）。ふた・ラベルは、本体

とは別に回収します。

˗೩͑Δ͝ΈʢՄ೩ʣɺۚ ଐྨ͝Έɺಃ࣓ثɾΨϥε͝ΈɺϏϯɾϖοτϘτϧのऩू日ʢ3月ʣ

͍ͩ͘͞ྗڠ͝ʹճऩݯࢿ˗

ઃ໊ࢪ ར༻時間 ҰํͷࢪઃͰͷΈճऩ͍ͯ͠Δ ௨ͷճऩڞ
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͠、ΠϯΫΧーτϦοジ、ਫ
ۜೖΓମԹܭ、όοςϦー
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（ճऩスτοΫϠードݯࢿ）
☎0561（38）���6

݄～ۚ曜日　8：30～1�：00
　  　　　　13：00～16：30
土曜日　　　8：30～11：30

ʤۀٳ日：日曜日ʥ
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（ୈ �ɾ4
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༞ެࣉຽؗɾ東郷春木ΫϦχοΫԣ
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（ୈ 1 日曜日）
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3 ݄ 10 日（日）
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ַޚ ባެԂɾ大ެԂޚ

ԡஂ地（） ԡஂ地 �04 ౩ԣ͝Έूੵॴ

ԡஂ地（ೆ） ԡஂ地 407 ౩前
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Րɾۚ

ॾྠެຽؗ

ࢁ ࢁίϛηϯɾதԝެԂ

ന土 13ɾ�7 日 �7 日
ന土ίϛηϯɾήーτϘーϧறंɾϥドーχ
東郷（ϏϯͷΈ）ɾレΠϯϘー東ന土 	 ϏϯͷΈ 


インフォϝーγϣンڥ 2�



˔͍߹Θͤ：ڥ՝ὸ05�1（5�）072�

ૈେ͝Έऩूの༧受付ઐ༻ిで
（डηϯλー）

ϑϦʔμイϠルὸ ����ʢ���ʣ���
（受け付けは月～金曜日の 9：00 ～ 17：00）

◆土・日曜日、祝日は受け付けできません。

◆申し込みされた翌週の木曜日に収集します。

◆1回の収集は1世帯5個までです。（1個510円）

◆収集券は、お近くのスーパー、コンビニなどでお

買い求めください。

◆事業所から排出される物は対象外です。

◆収集日前 3 日以内の申し込み内容の変更は、環境

課へご連絡ください。

い·͠ΐ͏ࣂೣルʔルを守ͬてݘ

　犬の散歩中のマナー（ふんの放置、引き綱を付けな

いなど）や、猫のふん・尿に対する苦情が多く寄せら

れています。ルールを守って正しく飼いましょう。

ていΔօさΜͬࣂをݘ

・散歩のときは、必ず引き綱を付けましょう。

・尿は水で流し、ふんは片付けましょう。（飼い犬の

ふんの放置は「東郷町ポイ捨て等禁止条例」で禁止さ

れています。是正命令に従わない場合は5万円以下の

過料が科せられます）

・放し飼いはやめましょう。（犬の放し飼いは県の条

例で禁止されています。是正命令に従わない場合は

30万円以下の罰金が科せられます）

・無駄吠
ぼ

えしないよう、適度に運動させましょう。

・犬が逃げ出し自宅に戻らないときは、環境課、県動

物保護管理センター☎0565（58）2323、愛知警

察署☎0561（39）0110に必ず保護の問い合わせ

をしましょう。

ೣをͬࣂていΔօさΜ

・悪臭などで近所迷惑にならないよう、ふん・尿のし

つけなどの世話をしっかりしましょう。

・野良猫にむやみに餌を与えるなど、無責任な行為は

やめましょう。

ૈେ͝Έのॲํ๏

　引っ越しなどで粗大ごみが出た場合は、以下の方法

で処分してください。

ࣗでӡΔਓ

　尾三衛生組合東郷美化センターへ直接持ち込んでく

ださい（左記「尾三衛生組合へのごみの直接持ち込

み」参照）。

※業者の車などで持ち込む場合は、家庭ごみであると

いう証明が必要です。処分するごみを積んだ状態で、

環境課へお越しください。また、尾三衛生組合へ搬入

する際は、運転免許証など町内在住を証明できるもの

が必要です。証明できるものがない場合や代理で搬入

する場合は、環境課にご相談ください。

ࣗでӡないਓ

　町の粗大ごみ戸別収集を

ご利用ください（左記「粗

大ごみ収集の予約は受付専

用電話で」参照）。

※ごみは必ず家の外に出し

てください。外に出すのが

難しい人は、民間業者やシルバー人材センターなどを

利用して、指定場所へ出してください。

※戸別収集の日にちが合わない人、一度に6点以上出

したい人などは、収集運搬業者を利用するなどして処

分してください。

ொ͕ऩूӡൖをڐՄ͠ていΔऀۀʢ༗ྉʣ

・東海清掃㈱☎0561（39）3321

・日の出衛生保善㈱☎0561（72）0450

֎でのম٫ࢭېさΕてい·͢

মきͱ

　野外で廃棄物を燃やす行為のことです。ドラム缶を

使った焼却、ブロックで囲われた場所での焼却、基準

に適していない焼却炉などでの焼却

も「野焼き」とみなされます。

মࢭې٫のྫ֎ͱなΔম٫

・震災、風水害、火災などの災害の

予防、応急対策、復旧に必要な焼却

・風俗習慣上、宗教上の行事に必要な焼却

・農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却

・日常生活で行われる少量の焼却

【例】暖を取るためのたき火、キャンプファイヤーな

どを行うための木くずの焼却

׆のম٫で、ԎѱषなͲでपลॅຽのੜه্˞

ಋのରࢦߦ、Ε͕͋ΔͱきڪΔ͢ڹなͲにӨڥ

ͱなり·͢ɻ

ɹΉΈなম٫͑߇、ম٫͢ΔͱきՐࡂにेཹ

ҙ͠て、ফՐ͢Δ·でそのをΕないでくださいɻ

 

 

ඌࡾӴੜ߹の͝Έのࠐͪ࣋Έ

　家庭から出た可燃・不燃・粗大ごみは、尾三衛生組

合東郷美化センターに直接持ち込み、処分できます。

ൖೖؒ࣌

・月～金曜日　8：30～12：00、13：00～16：30

・土曜日　8：30～11：30

※祝日も通常どおり搬入可。

ྉۚ　20kgまで400円（超過分は10kgごとに200

円加算）

　運転免許証など町内在住を証明できるものͪ࣋

い߹Θせ　尾三衛生組合☎0561（38）2226
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